
「北広島市個人情報保護法施行条例」の骨子案について

総務部 行政管理課

令和４年８月３１日開催 情報公開・個人情報保護審査会
資料１
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１ はじめに

デジタル社会形成整備法（令和3年5月公布）

・多数の法令を一括改正

・50・51条で「個人情報の保護に関する法律」も改正

↓

・国や民間等 「R4.4月」施行

・地方公共団体「R5.4月」施行
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２ 法改正の目的

（１）「全国的な共通ルール」へ

・国・民間・地方公共団体等の関係法令の統合、不整合の是正

・直接、法が適用（条例規定可能なものは一部のみ。）

（２）「個人情報保護委員会」に一元化

・所管を、専門的知見を持つ委員会へ一括

（３） 国際的制度調和 等

・諸外国のGDPR（一般データ保護規則）等への対応
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３ 法改正による条例への影響

（１）改正法が直接適用される

・改正法の内容は、
各市町村の裁量なし＝パブリックコメントの対象外。

・主な内容はこれまで同様。一部変更あり。

例） これまで「現条例」 →  今後「改正法」
・定義（用語の意味等） 市町村ごと → 全国統一
・「個人情報保護委員会」 記載なし →  所管が明記
・開示請求者 本人のみ →  代理人も可
・「個人情報ファイル簿」 記載なし → 市町村も義務化

等

4



３ 法改正による条例への影響

（２）改正法の中で「条例に定める」とされた数項目のみ

条例に定めることが許容される

・条例に定める内容については、

各市町村の裁量あり＝パブリックコメントの対象。

・法の範囲内で、

これまで同様の取扱いとなるように条例に定める予定。

例） これまで「現条例」 → 今後「改正条例」

・開示決定期間 14日以内に決定 → これまで同様

・費用の負担 コピー代等実費負担のみ → これまで同様

・審査会への諮問 意見を聴くことが可能 → これまで同様

（専門家の意見を反映） 等
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４ 国の動き

R3 5月 法の公布

7月 全国説明会①

12月 全国説明会②

R4 4月 国・民間事業者の法施行

5月 地方公共団体等の政令・規則・ガイドラインの公表

R5 4月 地方公共団体等の法施行
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５ 当市の手続き（R5.4月施行に向けて）

（１）「個人情報保護条例」等の条例改正、規則廃止、要領更新

（２）パブリックコメントの募集 ⇒ 意見等なし

（３）情報公開・個人情報保護審査会への諮問・答申

（４）法規審査委員会への付議

（５）議会への提案

（６）庁内説明会等の実施

（７）市民への公表・周知
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法規・議会

回答
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   北広島市個人情報保護法施行条例（案） 

 

 (趣旨) 

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」

という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 (定義) 

第2条 この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行

令(平成15年政令第507号)において使用する用語の例による。 

 (開示請求に対する決定等) 

第3条 開示決定等(法第八十二条各項の決定)は、開示請求(法第七十六条各項の請

求)があった日の翌日から14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項

の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に

算入しない。 

2 前項の規定にかかわらず、市の機関等(定義必要)は、事務処理上の困難その他正

当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができ

る。この場合において、市の機関等は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期

間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。  

 (費用の負担) 

第4条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とす

る。ただし、写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなけ

ればならない。           

 (審議会への諮問) 

第5条 市の機関(議会を除く。以下同じ)は、法第3章第3節の施策を講ずる場合その

他の場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく

意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、北広島市情報公開・個人情報保

護審査会条例(令和○年北広島市条例第○号)第1条に規定する北広島市情報公開・

個人情報保護審査会に諮問することができる。 

(運用状況の公表) 

第6条 市長は、毎年1回、各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、公

表しなければならない。              

   附 則 

 (施行期日) 

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。 

 (北広島市個人情報保護条例の廃止) 

2 北広島市個人情報保護条例(平成15年北広島市条例第4号)は、廃止する。 

 

 

※法制担当との最終調整等により、文言等の整理・変更となる場合があります。 
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審議会へ諮問することを条例規定することが許容されない 

（審査会へ諮問できなくなる）内容について 

 

１ 第一回全国説明会 説明スライド P30 より 

改正後の個人情報保護法においては、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な

知見に基づく意見を聴くことが「特に必要である」場合に限って、審議会等に諮問すること

ができることとしており、個人情報の取得、利用、提供、オンライン結合等について、類型

的に審議会等への諮問を要件とする条例を定めることは、今回の法改正の趣旨に照らして

許容されない。 

 

２ 第一回全国説明会 Q&A P10 3-１-４より 

個人情報の取得や目的外利用・提供、オンライン結合を検討する際に、客観性を確保する

観点等から、その是非について審査会等に諮問することは可能か。 

【回答】 

法律による全国的な共通ルールの下で、国のガイドライン等により制度の適正な運用が

図られることとなり、また、地方公共団体は、必要に応じて、専門性を有する個人情報保護

委員会に助言を求めることも可能となることから、個別の事案について審議会等の意見を

聴く必要性は大きく減少するものと考えられます。 

したがって、個人情報の取得、利用、提供、オンライン結合等について、類型的に審議会

等への諮問を要件とする条例を定めることは、今回の法改正の趣旨に照らして許容されま

せん。 

なお、定型的な事例についての事前の運用ルールの検討も含め、審議会等が個人情報保護

制度の運用やその在り方についての調査審議を行うことは可能と考えられます。 

 

３ 以下の現条例の３つの条文の下線部分が、諮問できなくなる内容 

（①②については、下線部分以外は、新法にほぼ同様の内容で規定されている。 

 ③については、時代の流れから、オンライン結合に係る記載自体が許容されない。） 

 

① (収集の制限) 

第 7 条 実施機関は、個人情報を収集するときは、個人情報取扱事務の目的を明確にし、当

該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければなら

ない。 

2 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、

次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 

(1) 本人の同意があるとき。 

(2) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定に基づくとき。 

(3) 出版、報道等により公にされているとき。 
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(4) 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。 

(5) 所在不明、心身喪失等の事由により、本人から収集することができない場合であって、

本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。 

(6) 争訟、指導、相談、選考、評価等の事務で、本人から収集したのでは当該事務の目的

を達成することができないと認められるとき、又は当該事務の性質上本人から収集したの

では事務の適正な遂行に支障が生ずると認められるとき。 

(7) 他の実施機関から提供を受けて収集するとき。 

(8) 前各号に掲げる場合のほか、北広島市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」

という。)の意見を聴いた上で、個人情報取扱事務の目的を達成するため相当の理由がある

と実施機関が認めるとき。 

 

② (利用及び提供の制限) 

第 8 条 実施機関は、個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を取り扱

う事務の目的以外に個人情報を当該実施機関内において利用し、又は当該実施機関以外の

ものに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでな

い。 

(1) 本人の同意があるとき。 

(2) 法令等の規定に基づくとき。 

(3) 出版、報道等により公にされているとき。 

(4) 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。 

(5) 同一の実施機関内で利用し、又は他の実施機関に提供する場合で、事務の執行上相当

の理由があり、かつ、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。 

(6) 前各号に掲げる場合のほか、審査会の意見を聴いた上で、公益上の必要その他相当の

理由があると実施機関が認めるとき。 

 

③（オンライン結合による提供の制限) 

第 9 条 実施機関は、オンライン結合(実施機関が管理する電子計算機と実施機関以外のも

のが管理する電子計算機その他の機器とを通信回線を用いて結合し、実施機関が保有する

個人情報を実施機関以外のものが随時入手し得る状態にする方法をいう。)により、個人情

報を実施機関以外のものに提供してはならない。 

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、法令等の規定に基づくとき、又は審査会の意見

を聴いた上で、公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害するおそれがないと認め

るときは、オンライン結合により個人情報を提供することができる。 

3 実施機関は、前項の規定に基づきオンライン結合を行った場合において、個人情報の漏

えい若しくは不適正な利用又はそのおそれがあると認めるときは、あらかじめ審査会の意

見を聴いて、オンライン結合の停止等必要な措置を講じなければならない。ただし、緊急や

むを得ないと認めるときは、必要な措置を講じた後、速やかにその内容を審査会に報告しな

ければならない。 
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